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6 2015（平成27年）

　原動機付自転車や二輪車などのバイクには、軽自動車税（市町
村税）が課されています。平成27年度分から実施されることになっ
ていた原動機付自転車と二輪車に対する軽自動車税の税率引き上
げが、平成27年度税制改正により１年延期され、平成28年度分か
らの適用に変更されています。

バイクの税率引き上げ１年延期に

6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
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国　税／ 5月分源泉所得税の納付 
 6月10日

国　税／ 所得税の予定納税額の通知 
 6月15日

国　税／ 4月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 6月30日

国　税／ 10月決算法人の中間申告 
 6月30日

国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消
費税等の中間申告（年3回の
場合） 6月30日

地方税／ 個人の道府県民税及び市町
村民税の納付（第1期分） 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役
場に提出） 6月30日

あじさい



６月号 ─ 2

　

平
成
二
十
七
年
一
月
よ
り
相
続
税

の
課
税
が
強
化
さ
れ
た
の
を
機
に
、

生
前
贈
与
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
住
宅
取
得
等
資
金
や
教
育

資
金
の
一
括
贈
与
と
い
っ
た
特
例
が

拡
充
傾
向
に
あ
る
ほ
か
、
さ
ら
に
平

成
二
十
七
年
か
ら
結
婚
・
出
産
・
育

児
費
用
の
一
括
贈
与
も
非
課
税
措
置

が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
ま
す
ま
す
身

近
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、

適
用
要
件
や
留
意
点
を
抑
え
て
お
き

た
い
も
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
今
回
は
、
活
用
で
き
る

生
前
贈
与
の
特
例
に
つ
い
て
創
設
順

に
特
徴
を
整
理
し
て
み
ま
す
（
図
表

１
）。

１　

暦
年
贈
与

　

一
人
が
一
年
間
に
贈
与
さ
れ
た
財

産
が
一
一
〇
万
円
ま
で
は
基
礎
控
除

が
あ
り
ま
す
の
で
、
非
課
税
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
相
手
方
が
贈
与
契

約
を
理
解
で
き
る
こ
と
と
、
贈
与
後

の
財
産
に
贈
与
者
の
支
配
権
が
な
い

こ
と
が
必
要
で
す
。

２　

贈
与
税
の
配
偶
者
控
除

　

婚
姻
関
係
が
二
〇
年
以
上
な
ど
一

定
の
要
件
を
満
た
す
配
偶
者
に
対
し

て
、
居
住
用
の
不
動
産
又
は
そ
れ
を

取
得
す
る
た
め
の
資
金
を
贈
与
し
た

と
き
は
、
贈
与
税
に
つ
い
て
は
、
基

礎
控
除
一一
〇
万
円
の
他
に
最
高
二
、〇

〇
〇
万
円
の
控
除
が
あ
り
ま
す
。

　

一
般
的
に
は
、
自
宅
の
土
地
・
建

物
を
贈
与
し
ま
す
が
、
土
地
だ
け
、

建
物
だ
け
、
そ
の
組
合
せ
な
ど
自
由

に
決
め
ら
れ
る
の
で
、
二
、一
一
〇
万

円
を
目
安
に
持
分
登
記
す
る
の
が
賢

い
選
択
で
す
。

３　

相
続
時
精
算
課
税
制
度

　

こ
の
制
度
を
選
択
す
る
と
、
二
、

五
〇
〇
万
円
ま
で
と
り
あ
え
ず
贈
与

税
を
課
税
さ
れ
ず
に
財
産
移
転
が
行

え
ま
す
が
、
言
葉
通
り
に
相
続
時
に

相
続
財
産
に
含
め
て
精
算
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
（
図
表
２
）。

　

注
意
点
と
し
て
は
、
贈
与
を
受
け

た
時
点
の
評
価
（
時
価
）
で
相
続
時

に
精
算
す
る
の
で
、
時
価
が
上
昇
す

る
も
の
は
有
利
と
な
り
ま
す
が
、
家

屋
の
よ
う
に
時
価
評
価
が
下
が
っ
て

い
く
も
の
は
、
不
利
と
な
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
節
税
策
と
い

う
意
味
合
い
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
制
度
を
十
分
理
解
し
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

４　

住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与

　

個
人
消
費
の
拡
大
を
通
じ
た
景
気

対
策
と
し
て
平
成
二
十
一
年
に
創
設

さ
れ
た
も
の
で
、
図
表
３
の
よ
う
に

規
模
が
拡
大
し
て
い
ま
す
が
、
政
策

的
に
金
額
が
変
動
し
て
い
ま
す
。

５　

教
育
資
金
の
一
括
贈
与

　

平
成
二
十
五
年
度
税
制
改
正
で
創

設
さ
れ
た
制
度
で
す
が
、
政
策
的
効

果
が
上
が
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、

平
成
二
十
七
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、

①
通
学
定
期
券
代
、
②
留
学
渡
航
費

用
が
対
象
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
と
も

に
、
平
成
三
十
一
年
三
月
ま
で
制
度

が
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

６　

結
婚
・
子
育
て
資
金
の�

一
括
贈
与

　

少
子
化
対
策
に
資
す
る
た
め
、
金

銭
等
の
一
括
贈
与
に
よ
り
若
年
層
の

経
済
的
不
安
を
解
消
し
、
結
婚
・
出

産
を
後
押
し
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
平
成
二
十
七
年
度
税
制
改
正
で

設
け
ら
れ
た
制
度
で
す（
図
表
４
）。

平
成
二
十
七
年
度

　税
制
改
正
後
の
生
前
贈
与
の
留
意
点
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図表１　生前贈与の特例（創設順）
種　類 創設年 特　徴

１．暦年贈与 昭和28年
贈与税は、当初、贈与者課税でしたが、昭和28年より受贈者暦年課税
となり、基礎控除が10万円→40万円→60万円→110万円（平成13
年～）と推移しています。

２．贈与税の配偶者控除 昭和41年
相続税の遺産に係る配偶者控除制度の新設に伴って設けられ、その後
度々控除額が引き上げられ、昭和63年より現在の2,000万円となって
います。

３．相続時精算課税制度 平成15年
従来の暦年課税方式の適用に代えて選択する制度。当初、65歳以上の
親から20歳以上の子への贈与が対象でしたが、60歳以上の親・祖父
母から20歳以上の子・孫への贈与まで拡大されています。

４．住宅取得等資金の贈与 平成21年
個人消費を通じた景気対策として、直系尊属から住宅取得資金の贈与
を受けた場合の非課税制度が実験的に設けられましたが、効果が高く
有効な政策として継続されています。

５．教育資金の一括贈与 平成25年
受贈者（30歳未満）の教育資金に充てるために、その直系尊属が金銭
等を金融機関に一括して拠出した場合には、受贈者1人につき1,500
万円までは非課税とされます。

６．結婚・子育て資金の一括贈与 平成27年
個人（20歳以上50歳未満）の結婚・子育て資金の支払いに充てるため、
その直系尊属が金銭等を金融機関に一括して拠出した場合には、受贈
者1人につき1,000万円までは非課税とされます。

図表2　暦年贈与と相続時精算課税制度の比較
暦年贈与 相続時精算課税制度

贈与税の計算 （贈与額−110万円）×累進税率 （贈与額−2,500万円）×20%（一定）

適用対象者 誰でも 60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子・孫への
贈与

相続時の計算 相続税とは切り離して計算されます。（ただし、相
続開始前3年以内の贈与は課税価格に加算されます） 相続税の計算の際に、贈与税は精算されます。

制度の移行 暦年課税から相続時精算課税制度への移行は可能 相続時精算課税制度を選択したあとで、従来の暦年
課税への移行は不可能

図表3　住宅取得等資金の非課税限度額
●住宅取得等に係る費用に含まれる消費税率が10％である場合

住宅取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅 一般住宅
平成28年10月～平成29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月～平成30年9月 1,500万円 1,000万円
平成30年10月～平成31年6月 1,200万円 700万円

●住宅取得等に係る費用に含まれる消費税率が10％以外の場合
住宅取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅 一般住宅

～平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年  1月～平成29年9月 1,200万円 700万円
平成29年10月～平成30年9月 1,000万円 500万円
平成30年10月～平成31年6月 800万円 300万円

注良質な住宅とは、耐震・エコ・バリアフリー住宅をいう。

図表 4　結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制度
制度の概要

◯　親・祖父母（贈与者）は金融機関に子・孫（20歳～49歳。受贈者）名義の口座を開設し、
　　結婚・子育て資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに 1,000 万円までを非課税とする。
◯　相続税回避を防止するため、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算する。
◯　受贈者が 50歳に達する日に口座は終了。使い残しに対しては、贈与税を課税。

結婚・子育て資金を
一括して拠出（贈与）

・挙式費用　　　・不妊治療費　　・子の医療費
・新居の住居費　・出産費用　　　・子の保育費
・引越費用　　　・産後ケア費用　　（ベビーシッター費含む）

50 歳到達時（子育て）（妊娠・出産）（結婚）

結婚関係
資金

出産関係
資金

育児関係
資金

　
　
非
課
税

限
度
額
：
１
０
０
０
万
円

※

使
途
が
結
婚
関
係
の

　
も
の
は
、３
０
０
万
円

親・祖父母

預入金

子・孫

金
融
機
関

②使い残しに対して
　贈与税課税

①贈与者が死亡した
　場合、その時点の
　残高を相続財産に
　加算

金融機関が領収書等を
チェックし結婚・子育て
目的の支出であることを
確認

〈払出し可能な使途〉

払出し 払出し 払出し



６月号 ─ 4

　海外勤務のために出国し非居住者となっ
た者の留守宅渡しの給与から控除している
社会保険料について、この者が帰国し、年
末調整時に居住者となった場合でも、非居
住者であった期間の分は、社会保険料控除
の対象とすることはできません。社会保険
料控除や生命保険料控除は、居住者がその
年に支払ったものが控除の対象となるため
です。
　なお、生命保険料は、その支払が居住者
期間内に支払われたものか、非居住者期間
中に支払われたものかで判定するので、年
払の場合には、その支払の時点で居住者で
あれば支払額の全額が生命保険料控除の対
象となります。
　ただし、前納保険料の場合には、あん分
計算をすることとなっているため、非居住
者期間内に支払期日が到来する部分につい
ては生命保険料控除等の対象とはなりませ
ん。

　
外
国
法
人
か
ら
の
ス
ト
ッ
ク
オ
プ

シ
ョ
ン
に
関
す
る
権
利
の
価
額
に
つ

い
て
は
、
そ
の
目
的
と
な
っ
て
い
る

株
式
の
種
類
に
応
じ
て
、
次
の
算
式

で
計
算
し
た
金
額
を
そ
の
財
産
の
価

額
と
し
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

【
計
算
式
】

（「
そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に

お
け
る
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
対

象
と
な
る
株
式
の
価
額
」

−

「
一
株

当
た
り
の
権
利
行
使
価
額
」）
×
「
権

利
行
使
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
株
式
数
」

　
な
お
、
そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一

日
が
権
利
行
使
可
能
期
間
内
に
存
し

な
い
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す

る
権
利
に
つ
い
て
は
、
国
外
財
産
調

書
へ
の
記
載
を
要
し
ま
せ
ん
。

　譲渡所得の基となる資産の譲渡には、消
費税及び地方消費税（消費税等）が課税さ
れる場合と課税されない場合があります。
譲渡所得の計算の際の消費税等の取扱いは
それぞれ次のようになります。
１　課税事業者が事業用の資産を譲渡した

場合
　この場合は、事業に付随して対価を得て
行われる資産の譲渡となり、消費税等が課
税されます（土地や借地権の譲渡は、消費
税等は非課税）。
　消費税等が課税となる場合の消費税等の
経理処理は、その資産に関連する事業所得
等について選択していた消費税等の経理処
理と同じ経理処理により行います。
　したがって、事業所得等について選択し
ていた経理処理が税抜経理方式の場合には、
譲渡所得の金額を計算するときにおいても

税抜経理方式で行い、仮受消費税等と仮払
消費税等の清算などの調整は、その事業所
得等の計算で行います。
　また、事業所得等について選択していた
経理処理が税込経理方式の場合には、譲渡
所得金額を計算するときにおいても税込経
理方式で行い、納付すべき消費税等の必要
経費への算入や還付される消費税等の総収
入金額への算入は、その事業所得等の計算
で行います。
２　課税事業者が生活用の資産を譲渡した

場合又は免税事業者や事業者でない者が
資産を譲渡した場合

　この場合は、消費税等は課税されず、譲
渡価額には消費税等の額は含まれません
が、取得費や譲渡費用の金額には消費税等
の額が含まれている場合があります。
　したがって、この場合には、収入金額は
実際に譲渡した価額により、一方、取得費
や譲渡費用の金額は消費税等の額を含んだ
価額により、譲渡所得の金額を計算します。

非居住者であった期間内の
社会保険料、生命保険料ス

ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
と
国
外
財
産
調
書
制
度

譲渡所得を計算する際の
消費税等の取扱い


